
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

公衆浴場（いわゆる銭湯）の入浴料金は物価統制令等に基づき統制されており、統

制額（上限額）を改定する場合は、長野県公衆浴場入浴料金懇談会の意見を聴いて、

知事が指定することとされております。 

 本県の公衆浴場入浴料金の統制額の改定について、本日、以下のとおり告示しまし

たのでお知らせします。 

 

１  公衆浴場入浴料金の統制額  
       

区 分 改定後料金 現行料金 備 考 

大人（１２歳以上の者） ５００円 ４４０円 ６０円引上げ 

中人（６歳以上１２歳未満の者）   １７０円 １５０円 ２０円引上げ 

小人（６歳未満の者） ８０円   ７０円 １０円引上げ 

 

２ 施行期日 

  令和６年４月１日 

 

【参考】 

 ○長野県公衆浴場入浴料金懇談会について 

  ・公衆浴場入浴料金に関する事項について意見を聴くため設置。知事が必要に応じて開催。 

・構成員は、学識経験者３名、利用者代表３名、事業者代表２名、県職員１名の計９名 

長野県（健康福祉部）プレスリリース 令和６年（2024年）３月７日 

 

長野県公衆浴場入浴料金の統制額を改定します 

（問合せ先） 

担 当 食品・生活衛生課生活衛生係 

             上嶋、山口 

電 話 026-235-7153（直通）   

026-232-0111（代表） 内線 2653 
E-mail shokusei@pref.nagano.lg.jp 


